




 

 

   三重県議会 議会活動計画 

 

 

Ⅰ 三重県議会 議会活動計画について 

 

１ 趣旨 

三重県議会は「二元代表制」の下、議会と知事等及び県民との関係を明らかに

し、県民の負託に全力でこたえていくことを決意し、平成１８年１２月、三重県

議会基本条例（以下「条例」という。）を制定しました。 

この条例では第２条において、三重県議会の基本理念を「分権時代を先導する

議会を目指し、県民自治の観点から、真の地方自治の実現に取り組む」と定め、

第３条で、この基本理念にのっとり、議会活動の基本とすべき４つの基本方針を

掲げています。 

この議会活動計画は、条例に掲げている４つの基本方針に沿って効果的かつ効

率的に議会活動を行うため、議員任期の４年間において実施すべき主な取組を示

すとともに、その評価の仕組みについてまとめたものです。 

 

２ 計画期間 

   令和５年５月～令和９年４月 

 

 ３ 取組方針 

・ 改選前の議会においてとりまとめられた「４年間を通した議会活動の評価

及び次期改選後議会への提言」の趣旨等を十分に踏まえて取組を進め、議

会活動の一層の充実を図ります。 

・ 計画期間を１年とする議会広聴広報計画や委員会の年間活動計画を策定す

るなどし、取組をより計画的・具体的に進めるとともに、本計画策定後の

情勢変化に的確に対応します。 

・ 年次毎に取組の評価を行うとともに、任期４年間を通した総合的な評価を

行って次期改選後議会への提言をとりまとめ、取組の継続的な改善を図り

ます。 

 

 

 

  



 

 

Ⅱ 取組内容 

三重県議会基本条例に掲げる４つの基本方針ごとに、その取組内容を整理します。 

なお、改選前議会のオンラインを活用した活動を引き継ぎ、議会のさらなる活性化

等に資するよう、オンラインの一層の活用に取り組んでいきます。 

 

１ 開かれた議会運営の実現 

議会活動を県民に対して説明する責務を有することに鑑み、積極的に情報を公

開するとともに、県民が参画しやすい開かれた議会運営を行います。 

（１）広聴広報会議 

広聴広報会議を月１回程度開催し、以下に掲げる取組を盛り込んだ広聴広報

計画を策定して進捗管理を行うとともに、広聴広報の取組がより効果的なもの

となるよう協議・調整します。 

この協議・調整の際には、県民意識調査（令和４年実施）の結果を踏まえ、

若年層を意識しつつ、より多くの県民に関心を持ってもらうことや、県民が議

員と意見交換できる機会を増やすこと等を重要な視点の一つとします。 

 

ア みえ県議会出前講座 

地方自治に対する親近感の醸成と将来の住民自治を担う県民としての

意識の涵養に寄与することを目的として、児童、生徒、学生に対して、広

聴広報会議委員が三重県議会の仕組み等を学校に出向いて説明し、質疑応

答を行う「みえ県議会出前講座」を実施します。 

また、募集時には、主権者教育につながる取組であることをＰＲすると

ともに、オンライン開催など利便性の向上を図るなどし、より多くの学校

から申し込みが行われるよう努めます。 

 

イ みえ現場 de県議会 

県民の多様な意見を取り入れる広聴機能を強化し、議会での議論に生か

していくため、県政の重要課題等をテーマに設定して、関係団体や県民に

広く参加を呼び掛ける「みえ現場 de県議会」を開催します。 

また、県民の多様な意見を議会での議論に生かすための、より効果的な

手法について検討します。 

 

ウ みえ高校生県議会 

高校生の議会に対する関心を高めるとともに、高校生の意見を議会での

議論に反映していくため、「みえ高校生県議会」を開催します。 

開催後、高校生の意見に関連する委員会等に情報を提供し、調査・審査

に活用します。 

また、募集時には主権者教育につながる取組であることをＰＲするとと



 

 

もに、より効果的な手法について検討します。 

 

   エ 各種媒体による情報発信 

議会活動の情報を広く県民に提供するため、次の媒体を利用した情報発

信を行うとともに、より効果的なものになるよう検討します。 

・みえ県議会だより 

・みえ県議会新聞 

・三重県議会ホームページ 

・三重県議会 Facebookページ 

・テレビ広報 

 

（２）会議の公開 

引き続き、次の会議等を原則として公開します。 

・本会議 

・常任委員会 

・特別委員会 

・議会運営委員会 

・代表者会議 

・全員協議会 

・議案聴取会 

・委員長会議 

・広聴広報会議 

・各派世話人会 

・災害対策会議 

・条例に基づく検討会等 

・政治倫理審査会 

・議会改革推進会議 

・議員勉強会 

 

（３）議長定例記者会見 

月１回程度開催してきた議長定例記者会見を継続し、議会に係る様々な取組

を、より積極的に情報発信を行います。 

また、インターネットによる生中継・録画配信や会議録の公表を継続します。 

 

（４）参考人制度等の活用 

県政の重要な案件又は県民の利害に関わる重要な案件の調査・審査に当たっ

ては、専門的知識を有する者のほか利害関係者や県民の意見を反映させるため、

オンライン招致も含め、参考人制度を活用します。 



 

 

加えて、平成 22 年度以降開催していない公聴会についても活用を検討しま

す。 

 

（５）請願への対応 

受理した請願については、主として所管の委員会において、誠実かつ慎重に

審査を行います。 

また、採択した請願については、必要に応じて、知事等に対しその処理の経

過及び結果の報告を求めるほか、国等に対し意見書を提出するなど、議会とし

て、願意の実現に向けた取組を行います。 

加えて、改正地方自治法に基づくオンラインによる請願への対応を検討して

いきます。 

 

 

２ 住民本位の政策決定と政策監視・評価の推進 

議会の本来の機能である政策決定並びに知事等の事務の執行について監視及

び評価を行います。 

（１）委員会審議の活性化 

議事機関としての議会の機能を十分に発揮するため、各委員会において、議

員間討議の一層の充実に努めます。また、効率的かつ効果的な委員会の運営を

図るため、委員長会議の開催をはじめとした委員会間の情報共有・調整を行う

とともに、必要に応じて連合審査会を活用します。 
 

（２）年間活動計画の策定 

   ① 年間活動計画 

各委員会では、効率的かつ効果的な委員会の運営を図るため、１年間の活

動スケジュール、重点調査項目、県内外調査等の予定について定める年間活

動計画を策定します。 

   ② 重点調査項目 

各行政部門別常任委員会及び特別委員会では、県政で課題となっている項

目など、年間を通じて特に調査を行っていく必要がある事項を「重点調査項

目」として年間活動計画で定めます。 

③ 県内外調査 

「重点調査項目」を中心として、所管事項について調査するための県内外

調査の予定を年間活動計画で定めます。 
 

（３）当初予算に係る調査・審査 

当初予算については、毎年度、議長を除く全議員参加型の予算決算常任委員

会を中心に調査・審査を行います。 

なお、令和７年９月に知事選挙が見込まれること及び令和８年度が「みえ元



 

 

気プラン」の計画期間の最終年度であることから、令和８年度当初予算及び令

和９年度当初予算の調査・審査を十分に行えるよう、総合計画及び中期戦略計

画の策定スケジュールが議会の政策サイクルを踏まえているか等について監

視します。 

① 予算決算常任委員会 

当初予算について、予算編成が始まる前や予算要求の段階から予算調製方

針、予算要求状況などの調査・審査を行います。 

② 分科会の取組 

予算決算常任委員会に６つの分科会を設置し、当初予算の詳細な調査・審

査を行います。 
 

（４）総合計画に係る調査・審査 

令和４年度に議決した「強じんな美し国ビジョンみえ」及び「みえ元気プラ

ン」に係る調査・審査を行い、知事への申入れを行います。 

なお、令和７年９月に知事選挙が見込まれること及び令和８年度が「みえ元

気プラン」の計画期間の最終年度であることから、総合計画及び中期戦略計画

の策定スケジュールが議会の政策サイクルを踏まえたものであるか等につい

て監視します。 

①  「みえ元気プラン」の評価等 

「みえ元気プラン」及び「三重県行政展開方針」に基づく県の取組につい

て、毎年度の「県政レポート」の作成にあわせて、各行政部門別常任委員会

や予算決算常任委員会において詳細な調査を行うとともに、知事に対して申

し入れを行います。 

また、毎年度の「三重県行政展開方針」について、申入れ等の反映状況な

どを調査します。 

②  次期総合計画及び次期中期戦略計画の策定への関与 

総合計画及び中期戦略計画は議会の議決対象であることから、令和７年度

に両計画の策定が開始される場合や令和８年度に次期「みえ元気プラン」が

策定される場合等には、策定当初から最終的な議決に至るまで一貫して関与

することにより、議会の団体意思決定機能や政策形成機能、監視機能を効果

的に発揮します。 

具体的には、全員協議会、各行政部門別常任委員会等において詳細な審査

を行うとともに、知事に対する申し入れを行います。 

 

（５）個別の行政計画に係る調査・審査 

個別の行政計画については、改定時期を見据え、基本的には所管の常任委員

会で調査・審査を行います。 

議会の議決対象となっている計画については、所管の常任委員会での調査・

審査だけでなく、本会議における議案質疑を行うなど、より詳細な調査・審査



 

 

等を行い、議決に至るまで一貫して議会が関与します。 

 

 

３ 独自の政策立案と政策提言の強化 

提出された議案の審議又は審査を行うほか、独自の政策立案や政策提言に取り

組みます。 

（１）政策に係る議員提出条例の制定及び検証 

二元代表制の一翼を担う議会として、県政の各分野に関し政策の理念や具体

的な施策の実現を図るため、政策に係る議員提出条例の制定に向けた取組を進

めるとともに、政策に係る議員提出条例の検証を行います。 

 

（２）議員発議に係る意見書の提出 

住民の多様な意見の実現を図るため、国等に対し意見書を提出するなど、議

会独自の政策提言を行います。 

 

（３）特別委員会等の設置 

県政の重要課題で、特に調査・検討を行うべき事項については、特別委員会

や附属機関、調査機関、政策討論会議、検討会等を設置し、詳細な調査・審査

を行うことにより議会独自の政策立案や政策提言を積極的に行います。 

 

（４）議員勉強会の開催 

議会での政策議論の充実・深化につなげていくため、県政を取り巻く諸課題

の中から特に知識の取得を図る必要があるテーマを選定し、全議員を対象とす

る勉強会を開催します。 

 

（５）議会図書室の活用 

議員は、政策立案及び政策提言等を一層充実するため、議会図書室を積極的

に活用し、調査研究に努めます。 

 

 

４ 分権時代を切り開く交流・連携の推進 

地方分権の進展に的確に対応するため、議会改革を推進し、次の会等と通じる

などし、他の自治体の議会との交流及び連携を行います。 

また、国等への意見書をともに提出したり、議員勉強会への参加を可能とする

などし、県内市町議会との交流・連携を進めていきます。 

 

（１）全国都道府県議会議長会 

議長は、各都道府県議会の議長とともに、地方自治の発展に向けた協議を行



 

 

うほか、全国的な課題等に関し、地方議会の意思を国等の施策に反映させるた

めの要望活動を実施するなど、他の都道府県議会との交流及び連携を行います。 

 

（２）東海北陸７県議会議長会議・近畿２府８県議会議長会議 

近隣府県の議会の議長及び副議長で構成される各議長会議において、議会改

革等に関する先進的な取組の共有や情報交換を行うほか、共通する課題等に関

し、国等に対する要望活動を実施するなど、近隣府県議会との交流及び連携を

行います。 

 

（３）紀伊半島三県議会交流会議 

紀伊半島の振興及び発展のため、三重県、奈良県及び和歌山県の各県議会の

議長、副議長並びに関係議員が、紀伊半島三県に共通する課題等について意見

交換等を行います。 

 

 

Ⅲ 取組の評価 

分権時代を先導する議会を目指し、一層の議会改革を進めるため、上記Ⅱ１～４

に掲げた取組について評価を行い、その反省に立った改善に努めます。 

評価のサイクルは概ね年次毎の評価と現議員任期４年間を通した総合的な評価

に大別します。 

年次毎の評価は、常任委員会、広聴広報会議及び特別委員会等が中心となって行

い、現議員任期４年間を通した総合的な評価は、議会改革推進会議において検討の

上、検討結果を代表者会議に報告し、代表者会議において決定します。 

それぞれ、具体的な評価方法は次によることとします。 

 

１ 年次毎の評価 

（１）常任委員会による自己評価 

① 評価対象年次当初（５月会議） 

・委員長は、委員会で協議の上、「常任委員会活動計画書」（資料１）を作成

します。 

② 評価対象年次上半期末（９月定例月会議） 

 ・委員長は、９月定例月会議の委員会で、全委員（予算決算常任委員会にお

いては理事）と、当該年次上半期の委員会活動の振り返りを行います。 

・委員長は、振り返りで明らかになった気づき等を「常任委員会活動 上半期

振り返りシート」（資料２）に取りまとめ、下半期の委員会活動に生かして

いきます。 

③ 評価対象年次末（２月定例月会議） 

・委員長は、「常任委員会活動計画 実績書」（資料３）を取りまとめ、全委員



 

 

（予算決算常任委員会においては理事）に報告するとともに、「常任委員会

活動チェックシート」（資料４）による当該年次の委員会活動の評価を依頼

します。 

・委員長は、各委員から提出された「常任委員会活動チェックシート」（資料

４）による評価を踏まえ、「常任委員会活動 評価総括表」（資料５）として

当該年次の委員会活動について評価を行い、委員長会議に報告します。 

・委員長会議は、委員会活動の評価が適切に行われているか確認し、評価結

果を代表者会議に報告します。 

 

（２）広聴広報会議による自己評価 

① 評価対象前年次末（２月定例月会議） 

・座長は、評価対象年次の「議会広聴広報計画」（資料６）を作成し、広聴広

報会議で決定します。 

③  評価対象年次末（２月定例月会議） 

・座長は、「議会広聴広報計画 実績書」（資料７）を取りまとめ、委員に報告

するとともに、「議会広聴広報活動チェックシート」（資料８）による当該

年次の広聴広報活動の評価を依頼します。 

・座長は、各委員から提出された「議会広聴広報活動チェックシート」（資料

８）による評価を踏まえ、「議会広聴広報活動 評価総括表」（資料９）とし

て当該年次の広聴広報活動について評価を行い、代表者会議に報告します。 

 

（３）特別委員会による自己評価 

① 特別委員会設置時 

・委員長は、委員会で協議の上、「特別委員会活動計画書」（資料 10）を作成

します。 

② 調査終了時 

・委員長は、「特別委員会活動計画 実績書」（資料 11）を取りまとめ、全委員

に報告するとともに、「特別委員会活動チェックシート」（資料 12）による

当該年次の委員会活動の評価を依頼します。 

・委員長は、各委員から提出された「特別委員会活動チェックシート」（資料

12）による評価を踏まえ「特別委員会活動 評価総括表」（資料 13）として、

当該年次の委員会活動について評価を行い、評価結果を代表者会議に報告

します。 

 

  



 

 

（４）代表者会議による評価の取りまとめ 

① 評価対象年次末（２月定例月会議） 

    ・代表者会議は、報告を受けた評価結果を参考として議会活動全体の評価を

取りまとめます。 

      ② 評価対象年次の翌年次当初（５月役員改選時） 

・代表者会議は、５月の役員改選後に、議会活動全体の評価結果を踏まえ、

改善事項や注力すべき事項を決定し、今後の議会活動の参考とするととも

に、各常任委員会及び広聴広報会議に申し送ります。 

・各常任委員会及び広聴広報会議は、評価結果等を踏まえた取組を実施しま

す。 

 

 

【年度評価サイクルのイメージ】 

 
１０月・３月 

５月 

役員改選前 役員改選以降 

個々の 
取組の
主体 

   

代表者
会議 

   

 

  

評価結果の 

取りまとめ 

評価結果を踏まえ、 

改善事項や注力事項を決定 

取組の評価 

（上半期・年次） 

評価結果等を踏まえた 

取組の実施 
評価結果の報告 

新議長へ 
引き継ぎ 

申し送り 



 

 

２ 現議員任期４年間を通した総合的な評価及び次期改選後議会への提言 

（１）議会改革推進会議における協議 

    代表者会議の依頼を受けて、議会改革推進会議において、現議員任期４年間

を通した議会活動の総合的な評価及び次期改選後議会への提言について協議

します。 

① 県民意識調査の実施 

評価及び提言について協議するに当たっては、議会活動に対する県民の満

足度や意見を把握し、現議員任期４年間を通した議会活動を評価する際の参

考とするために、議会改革推進会議において県民意識調査を実施します。 

   ② 外部有識者等からのアドバイス 

評価及び提言について協議するに当たっては、評価の客観性を確保するた

め、複数の外部有識者等から、評価の仕組みや取組結果に対する評価とアド

バイスを受けます。 

 

（２）４年間を通した自己評価及び次期改選後議会への提言 

議会改革推進会議の協議結果を受け、代表者会議において、４年間を通した

議会活動の評価と次期改選後議会への提言を決定し、議長を通じて次期改選後

議会へ申し送ります。 

 

 

Ⅳ 計画の変更・進捗管理 

この計画は、取組の状況等により、見直しができることとし、その決定は代表者

会議で行うこととします。 

進捗管理は議長が行うものとし、具体的には、議長が議会活動計画の実施状況を

取りまとめ、５月の役員改選後の代表者会議で報告するものとします。 



１ 

札幌市議会運営委員会 視察調査票 

（ 京 都 市 ） 

１ 議員定数・議会構成等について 

⑴ 法定数（平成23年自治法

改正までのもの）及び条例

定数（これまでの推移を含

む） 

 

 

 

 

 

 

 
 

条例定数 67人 / 現 員 数 67人 

選  挙  年 法 定 数 条例定数  

昭和22年 64人 - 

昭和26年 68人 57人 

昭和30年 68人 57人 

昭和34年 68人 68人 

昭和38年 68人 68人 

昭和42年 72人 72人 

昭和46年 72人 72人 

昭和50年 72人 72人 

昭和54年 72人 72人 

昭和58年 72人 72人 

昭和62年 72人 72人 

平成3年 72人 72人 

平成7年 72人 72人 

平成11年 72人 72人 

平成15年 72人 69人 

平成19年 72人 69人 

平成23年 72人 69人 

平成27年 - 67人 

令和元年 - 67人 

令和5年 - 67人 

 ※ 法定数については、平成18年以降は法定上限である。 

  ※ 条例定数については、平成15年以前は「京都市会議員定数減少条

例」及び「京都市会議員各選挙区選出議員数条例」によるものである。



２ 

⑵ 選挙区毎の人口と議員条

例定数及びその格差 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位 人） 

選挙区名 
令和２年国勢

調 査 人 口 

現行議員

定  数 

議員一人当た

り の 人 口 

人口比例

議員定数 

北区 117,165 6 19,528 5 

上京区 83,832 4 20,958 4 

左京区 166,039 8 20,755 8 

中京区 110,488 5 22,098 5 

東山区 36,602 2 18,301 2 

山科区 135,101 6 22,517 6 

下京区 82,784 4 20,696 4 

南区 101,970 5 20,394 5 

右京区 202,047 9 22,450 9 

西京区 149,837 6 24,973 7 

伏見区 277,858 12 23,155 13 

合計 1,463,723 67 21,847 68 
※ 平成27年国勢調査人口については確定値である。 

※ 人口比例議員定数については、次の計算式により算定した。小数点以下を

四捨五入したため、合計が68となっている。 

    【計算式】総定数×選挙区の人口÷総人口 
 
  選挙区名 議員一人当たりの人口 格  差 

最大区 西京区 24,973 
1.36 

最小区 東山区 18,301 
 

⑶ 定数算定の基準、考え方 （現在の議員定数の考え方） 

 京都市会では、平成24年８月から、市会改革推進委員会におい

て、議員定数の検討を本格的に開始した。 

 同委員会では、１票の格差（1.53倍）については是正する必要が

あること、また、市民の多様な意見の反映のため1人区は避けるこ

とについては合意したが、議員定数の増減の方向性については合意

に至らなかった。 

 その後、各派代表者会議において協議が重ねられたうえ、平成26

年第１回定例会に２減案及び３増案の条例改正案が提出されたが、

２減案が賛成多数で可決された。 

 これにより、議員定数は69名から67名となり、１票の格差は是正

され、1.29倍となった。 

 「議員定数及び議員報酬についての報告書」（下記参照） 

https://www2.city.kyoto.lg.jp/shikai/img/shikaikaikaku/iinkai/h25/shi-2601-02.pdf 

⑷ 議員定数の見直しについて 予定なし 

⑸ 会派構成 

 

 

会   派   名   称 人 数 

自由民主党京都市会議員団 １９人 

維新・京都・国民市会議員団 １５人 

日本共産党京都市会議員団 １４人 

公明党京都市会議員団 １１人 

民主・市民フォーラム京都市会議員団 ２人 

改新京都 ２人 

⑹ 交渉団体となる会派の条件設定  ５人以上の会派 

⑺ 議会運営委員の選出方法  交渉団体である各会派の所属議員数に按分して割り当てる。 
 ※現在の委員構成 
   自民党：５人    維新・京都・国民：４人 
   共産党：３人    公明党     ：３人 



３ 

２ 本会議及び予・決算審査の委員会運営について 

⑴ 本会議について  

 ア 質疑・質問の範囲・形態  会派の代表制により、２月市会では当初予算及び関連議案に対

する質疑、５月・９月・11月市会では市政一般に関する質問を行

う。なお、質疑・質問者の順番は大会派順によるものとする。 

イ 人数・時間制限の有無  各審議期間において、会派の持ち時間が設定され、その中で質

疑・質問の人数・時間が決められている。また、非交渉会派は、

９月市会及び２月市会の際のみ代表質問（質疑）を許可されてい

る。 

＜５・11月市会＞交渉会派 基本時間４分＋2.5分×議員数 

＜９・２月市会＞交渉会派 基本時間19分＋４分×議員数 

        非交渉会派  7.5分×議員数 

 ウ 説明員出席者の範囲及

び主な答弁者について 

 市長、副市長、公営企業管理者、教育長、各局長が出席し、答弁

を行う。 

 ただし、特別市会などの本会議については、審議案件に関連する

市会説明員に限定して出席を求めることができる。 

エ 一問一答制採用の有無  一問一答制は採用しておらず、一括質問一括答弁又は分割方式

の選択制によるものとする。 

オ 質疑・質問が行われる本

会議日数  

２月市会の代表質疑は、おおむね２日間（延べ約10時間）。 

代表質問は、５月市会、11月市会は１日間（延べ約５時間）、 

９月市会（決算市会）は、おおむね２日間（延べ約10時間）。 

カ １日あたりの総質疑・質問時間 上記参照。 

キ 令和６年度の質疑質問

者数の実績 

 

定例的に設ける
審議期間 

５月 ９月 １１月 ２月 

代表質問（質疑） ９人 １６人 １０人 １７人 

ク 傍聴者への対応・市民へ

の情報提供 

本会議の傍聴は自由としており、傍聴の際は、開会の１時間前か

ら、先着順に傍聴券を交付している。傍聴者へは、議席図、当日の

議事日程等を配布し、代表質問の際は質問項目も配付している。 

平成１９年５月から市会中継システムにより代表質問・質疑の

録画放映を開始。その後平成２０年５月からは全日程の生中継・録

画配信を開始した。平成２７年９月よりスマートフォンやタブレ

ットでの視聴に対応している。令和４年５月からYouTubeにて録画

配信を開始し、令和５年５月からは生中継も行っている。年間経費

は約200万円（市会中継システムの運用経費。予算・決算特別委員

会（総括質疑）分も含む。）。 

また、昭和５５年からKBS京都テレビにおいて本会議の代表質疑

を、平成３年から代表質問についてもテレビ中継を実施している。

年間経費は約3,100万円。 

  



４ 

⑵ 予・決算審査の委員会について 

 ア 設置形態  当初予算、補正予算及びその関連議案並びに決算については、

議長を含む全議員を委員とする特別委員会（予算特別委員会、決

算特別委員会）を設置し、付託された議案を審査する。 

 なお、同特別委員会は、第１から第３までの分科会を設置し関

係局ごとに審査を行う（局別質疑）が、２月市会における予算特

別委員会及び９月市会における決算特別委員会では、局別質疑の

後に、市長・副市長に対する総括質疑（市長総括質疑）をそれぞ

れ２日間行う。 

イ 事前通告制の有無 各局等の審査の冒頭で、質疑を希望する委員に挙手を求め、正

副主査で協議し順序を決める。 

 ウ 人数・回数・時間制限の

有無 

質疑は各会派の持ち時間内で各会派の判断で行うが、委員１回

の質疑時間は、局別質疑はおおむね30分以内、市長総括質疑ではお

おむね20分以内（会派の最終質疑者は30分以内）としている。 

エ 説明員出席者の範囲及

び主な答弁者について 

 審査対象局の課長級以上の職員が出席し、主に部長級以上が答

弁を行う。 

オ 質疑を行う審査日数  当初予算（２月市会）及び決算（９月市会）審査は局別質疑を 

６日間行い、さらに総括質疑を２日間行う。 

補正予算議案が提出された場合は、補正予算の審査を１日間行う。

カ 令和６年度の質疑者数

の実績 

       

 
予算特別委員会（肉付補正予算）(令和６年５月市会)  

第１ 第２ 第３ 市長総括 

質 疑 者 数 ５１ ７５ ３４ ２４ 

※ 局別質疑：３日間、市長総括１日間 
 

 
決算特別委員会(令和６年９月市会) 

第１ 第２ 第３ 市長総括 

質 疑 者 数 ８２ ７０ ５２ ４９ 
 

 
予算特別委員会(令和７年２月市会) 

第１ 第２ 第３ 市長総括 

質 疑 者 数 １０２ ９７ ９１ ４７ 
 
 

キ 傍聴者への対応・市民へ

の情報提供 

 常任委員会及び特別委員会（一部の委員会を除く。）の質疑の模

様は誰でも傍聴できる。開会の１時間前から、先着順※に傍聴証を

交付している。傍聴者へは委員会資料を配付している。 

※ 受付開始時点で定員を超える希望があった場合は、抽選。 

 なお、本庁舎内の市会オープンスペース（市会モニター視聴室）

においても視聴できる。 

平成１７年９月から市会中継システムにより予算・決算特別委

員会（総括質疑）の生中継・録画配信を開始。また、平成２５年１

１月からUstreamにて、常任委員会及び予算・決算特別委員会（局

別質疑）の生中継・録画配信を開始した。その後平成２６年１０月

から録画配信を、平成３０年４月から生中継をYouTubeに変更して

いる。総括質疑のYouTubeでの配信は、録画配信が令和４年５月か

ら、生中継は令和５年５月から行っている。年間経費は、委員会室

以外も含めた設備全体の運用保守契約のため、常任委員会や局別

質疑等のみの配信に係る運用経費の算出は困難。 

 



５ 

３  住民参加等の議会機能の強化に係る取組について 

貴議会における市民との議会報告会・意見交換会等、議会の機能強化に向けた住民参加に関する

取組やその進め方について、ご紹介いただきますようお願いいたします。 

 

○ 子ども議場見学及び親子ふれあい議場見学会の実施  

○ 市立美術工芸高校との広報連携の取組  

○ 市民に対するアンケートの実施（本会議傍聴者、市会ホームページ）  

○ 議会での議論を見ていただくため、本会議、予算・決算特別委員会及び常任委員会について、

ライブ中継及び録画配信を実施  

○ 「京都市ケアラーに対する支援の推進に関する条例」に関する市民との意見交換  

○ ホワイトハンドコーラスNIPPON京都支部の子どもたちによるパフォーマンスの実施 

 


